
埼玉県・埼玉県教育委員会

埼 玉 県
教育振興
基本計画 

豊
か
な
学
び
で

未
来
を
拓
く

埼
玉
教
育

ひ
ら

第4期
令和 6 年度（ 2024年度 ）～
令和 10 年度（ 2028年度 ）

彩の国
埼玉県





ごあいさつ

県教育委員会では、令和元年度から令和５年度までを計画期間とした「第３期埼玉県
教育振興基本計画」に基づき、本県教育の振興に取り組んでまいりました。

第３期計画においては、「豊かな学びで　未来を拓
ひら

く埼玉教育」を基本理念として掲
げ、教育をめぐる様 な々課題に、きめ細かに、かつ、的確に対応するため、児童生徒一人一
人の学力を確実に伸ばす「埼玉県学力・学習状況調査」の実施や「主体的・対話的で深
い学び」の実践、豊かな人間性や社会性を育む体験活動の推進など、様 な々取組を実施
してまいりました。

　
こうした中、令和５年４月に「次期埼玉県教育振興基本計画策定有識者会議」を設置

し、幅広い立場の方々から多様な御意見を頂きながら検討を重ね、このたび、県議会の議
決を経て「第４期埼玉県教育振興基本計画」を策定しました。

計画の策定に当たりましては、有識者の方々や県内の教育関係団体、県民の皆様から
多くの貴重な御意見を頂き、深く感謝申し上げます。

教育委員会といたしましては、第３期計画から継承した本県教育の基本理念「豊かな学
びで　未来を拓

ひら

く埼玉教育」の下、「誰一人取り残されない共生社会の実現に向けた教
育の推進」と「教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進」の二つを新たに計画
全体に共通する視点として、各施策に反映し、本県教育の振興に取り組んでまいります。

この計画は、教育に関わる全ての人々が、教育の意義や方向性を共有しながら、これから
の埼玉教育の未来を共に描き、創っていくための共通の指針となるよう策定しております。

本県としては、市町村、学校、家庭、地域、大学、企業、ＮＰＯなど教育に関わる全ての
皆様の教育力の結集に力を尽くし、社会全体で本計画を推進してまいりますので、県民の
皆様の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。

令和６年７月
埼玉県教育委員会



未来を拓
ひ ら

く
子供たちの育成に向けて

超少子高齢化や急速なグローバル化の進展、デジタル技術の発展など、社会は急激に
変化しており、将来予測が困難な時代となっています。

こうした時代において、子供たちには生きがいを持って幸せな人生を歩んでいけるよう、自
分の夢の実現に向けて、主体的に行動できる力や多様な人 と々協働する力、そして自ら未来
を切り拓

ひら

くことのできる力を身につけてほしいと思います。
また、自分のことだけではなく、困っている人や弱い立場にある人を温かく包み込むなど、

他者を尊重する心も持ってほしいと願っています。

このたび策定した「第４期埼玉県教育振興基本計画ー豊かな学びで　未来を拓
ひら

く埼
玉教育ー」は、教育を取り巻く社会の動向や第３期計画の成果と課題などを踏まえ、ＳＤＧ
ｓの達成年限である２０３０年や、更には日本の高齢者人口がピークとなる２０４０年を見
据えた中長期的な視点に立ち、今後５年間に取り組む本県教育の目標と施策の体系を示し
ております。

県では、この計画を基に、県民の誰もが人生や社会の未来を切り拓
ひら

き、一人一人が豊か
で幸せな人生を送るとともに、持続的に発展する社会の創り手となることを目指します。

計画の実現のためには、教育行政の関係者だけでなく家庭、地域、大学、企業、ＮＰＯ
など様 な々主体が連携、協力して取り組んでいくことが重要です。

県民の皆様には、一体となって子供たちを育んでいくという思いを共有し、あらゆる人に
居場所があり、活躍でき、安心して暮らせる社会である「日本一暮らしやすい埼玉」を目指
し、本県教育の振興に御支援・御協力を頂きますようお願いいたします。

結びに、この計画の策定に当たり貴重な御意見、御提言を頂きました県民の皆様をはじ
め、有識者や教育関係者の皆様に心からお礼申し上げます。

令和６年７月



計画策定の趣旨

計画の性格

基本理念

令和５年に策定された国の第４期教育振興基本計画を参酌した本県の教育振
興基本計画です。

「埼玉県５か年計画～日本一暮らしやすい埼玉へ～」を踏まえた、教育行政分野
における計画です。

第３期計画の基本理念を継承しつつ、社会の変化への対応が差し迫っている今、更
に充実した学びにすることで、教育の使命を果たしていくため、県民の誰もが参画し得
る生涯を通じた多様で深い学び（「豊かな学び」）によって、人生や社会の未来を切り拓

ひら

く力を育む（「未来を拓
ひら

く」）ことを目指すものです。 
第３期計画においては「豊かな学び」を「県民の誰もが参画し得る生涯を通じた多様

な学び」と定義しましたが、そこに「深い」という言葉も加えることで、子供たちの未来を
切り拓

ひら

く力を一層強く育んでいきます。

本県では、令和元年度から令和５年度まで、「第３期埼玉県教育振興基本計画
―豊かな学びで 未来を拓

ひら

く埼玉教育―」において、確かな学力や豊かな心、健
やかな体の育成など、１０の目標を掲げ、教育の振興に取り組んできました。
社会が大きく転換している中で、教育には、子供たちの、社会の変化に対応し自
ら課題を発見し解決する力や、多様な価値観を持つ人々と協働しながら新たな
価値を創造する力を育むことが求められています。 
第４期埼玉県教育振興基本計画では、ＳＤＧｓの達成年限である２０３０年や、
更には日本の高齢者人口がピークとなる２０４０年を見据えた中長期的な視点
に立ち、今後５年間に取り組む本県教育の目標と施策の体系を示します。

の概要
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計画の趣旨・性格・期間

計画策定の趣旨1

本県では、令和元年度（２０１９年度）から令和５年度（２０２３年度）まで、「第３期埼玉県
教育振興基本計画―豊かな学びで　未来を拓

ひら

く埼玉教育―」（以下「第３期計画」という。）
において、確かな学力や豊かな心、健やかな体の育成など、１０の目標を掲げ、教育の振興に
取り組んできました。

例えば、確かな学力の育成については、小・中学校において「埼玉県学力・学習状況調査*」
を実施し、その調査結果の分析から見いだされた効果的な取組を各学校で共有するととも
に、高等学校においては、「協調学習*」に取り組み、生徒の「主体的・対話的で深い学び*」の
実現に向けた授業改善を図るなど、各校種において指導の工夫・改善を着実に進めてきまし
た。

第３期計画期間内には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、数度にわたり緊急
事態宣言が発令されました。学校では、令和２年（２０２０年）３月から５月まで臨時休業とな
り、その後も、体験的な活動を制限されるなど、教育活動の一部に支障が生じました。

一方で、ＧＩＧＡスクール構想*によって整備されたＩＣＴ*環境を活用し、児童生徒一人一人
の学習進度や興味・関心に合わせた学びや、児童生徒同士の相互のやり取りの中で理解を深
める学習が行われるようになりました。日々の実践の中でデジタル技術のよさを生かし、コロ
ナ禍*前の学校とは大きく異なる多様な教育活動が生み出されています。

その他、少子高齢社会の到来や、急速なグローバル化の進展、超スマート社会（Society 
5.0）*の実現に向けたデジタル技術の発展など、社会が大きく転換している中で、教育には、
子供たちの、社会の変化に対応し自ら課題を発見し解決する力や、多様な価値観を持つ人々 と
協働しながら新たな価値を創造する力を育むことが求められています。

このように、社会の変化とともにこれからの時代を生き抜き、社会を担う子供たちの力を育
んでいく教育の果たす役割がますます重要になっていく中、本県の今後５年間の教育に関する
基本的な計画として、令和６年度(２０２４年度）を計画の初年度とする「第４期埼玉県教育振
興基本計画」（以下「第４期計画」という。）を策定します。

第４期計画では、教育を取り巻く社会の動向や第３期計画の成果と課題などとともに、「埼
玉県５か年計画〜日本一暮らしやすい埼玉へ〜（令和４年度〜令和８年度）」（以下「埼玉県５
か年計画」という。）や「埼玉教育の振興に関する大綱」を踏まえ、また国の新たな「教育振興
基本計画」も参考にしながら、ＳＤＧｓ*の達成年限である２０３０年や、更には日本の高齢者
人口がピークとなる２０４０年を見据えた中長期的な視点に立ち、今後５年間に取り組む本県
教育の目標と施策の体系を示していきます。

1

2



計画の性格

計画期間

2

3

「教育基本法」に基づく教育振興基本計画として、令和５年(２０２３年）６月に策定され
た国の「第４期教育振興基本計画」（令和５年度（２０２３年度）〜令和９年度（２０２７年
度））を参考に、本県教育の振興を図るために定める基本的な計画です。

教育行政の関係者はもとより、教育に関わる全ての人々が、教育の意義や方向性を共有
しながら、これからの埼玉教育の未来を共に描き、創っていくための共通の指針としてい
きます。

県政全般の総合的な計画である埼玉県５か年計画を踏まえた、教育行政分野における
計画です。

令和６年度（２０２４年度）から令和１０年度(２０２８年度）までの５年間です。

■「教育基本法」に基づく本県の教育振興基本計画

■埼玉県５か年計画を踏まえた教育行政分野における計画

3
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第３期計画の検証〜成果と課題〜

第３期計画では、「豊かな学びで　未来を拓
ひら

く埼玉教育」を基本理念に掲げ、それを踏ま
えた１０の目標の下に３０の施策と１５５の主な取組を設定し、様々な事業に取り組んできま
した。
また、３０の施策には３８の施策指標を設定し、その達成状況等から、それぞれの施策の
進捗状況を検証してきました。
令和４年度末(２０２２年度末）における３８の施策指標の達成状況は、計画策定時の数値
から目標値に向けて上昇しているものが２２、そのうち目標値を達成しているものが７、新型
コロナウイルス感染症対策のための学校の臨時休業や教育活動の制限などから下降又は同
値であるものは１６となっています。
目標値を達成している７の施策指標のうち、１００％を目標値としていた施策については、
達成した内容の維持向上や更なる質の充実を目指して取組を進め、それ以外の施策について
は、更に指標の数値を向上させることを目指して取組を進めていきます。
ここでは、第３期計画の１０の目標ごとに代表的な施策を取り上げ、令和４年度末(２０２２
年度末）時点の主な成果と課題を示します。

2

4



本県では、平成２７年度（２０１５年度）から、小学校４年生から中学校３年生までを対象に
「埼玉県学力・学習状況調査*」を実施し、児童生徒の学力と各学校の指導などとの関係を客
観的なデータに基づいて分析しています。分析結果から見いだしたより効果的な施策や指導を
全県で共有し、児童生徒一人一人の学力を伸ばしています。

この調査は、「学習した内容がしっかりと身に付いているのか」という視点に、「一人一人の
学力がどれだけ伸びているのか」という視点を加えることで、児童生徒の成長していく姿が見
える本県独自の調査です。

この「埼玉県学力・学習状況調査*」では、様々な難易度を設定した国語、算数・数学の問題
に対する正誤の状況によって、学力レベルを１２段階に分けて測定しています。小学校４年生か
ら６年生まで及び中学校１年生から３年生までの各２年間で、国語、算数・数学の学力レベル
を、１２段階中、２段階以上伸ばした児童生徒の割合は、平成２９年度（２０１７年度）は小学
校６０．７％、中学校３２．９％でしたが、令和４年度（２０２２年度）は小学校５７．４％、中学校
３２．６％と、それぞれ３．３ポイント、０．３ポイント下降しました。

平成２８年度（２０１６年度）から令和元年度（２０１９年度）にかけて、「埼玉県学力・学習
状況調査*」のデータを、統計学や教科教育の専門的知見を有する研究機関へ提供し、分析
を行った結果、「主体的・対話的で深い学び*」の実践が、自己効力感ややり抜く力といった非
認知能力*などの向上を通じて、児童生徒の学力の向上と関連があることが分かっています。
「全国学力・学習状況調査*」において、平成２７年度（２０１５年度）から令和３年度（２０２１
年度）までは全国平均正答率（公立）を上回った教科はありませんでしたが、令和４年度
（２０２２年度）は国語、算数・数学の全ての教科で上回っており、今まで積み重ねてきた各市
町村や学校の学力向上に関する取組の成果が表れ、児童生徒の学力が着実に向上していると
考えられます。

一方で、学力を１２段階中２段階以上伸ばした児童生徒の割合がやや下がっている要因は、
小・中学校ともに「主体的・対話的で深い学び*」の実現に向けた授業改善がまだ十分ではな
いことなどが考えられます。そのため、「主体的・対話的で深い学び*」の実践を更に充実させ
ることが必要です。

目標 確かな学力の育成Ⅰ
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80.0

60.7

32.9

46.0

34.9

51.5

35.6

51.5

43.9

57.4

40.2

57.4

32.6

60.0

40.0

20.0

0.0
平成
29年度

30年度 令和
元年度

2年度 3年度 4年度 5年度

小学校
中学校

%

目標値（小学校）69.2%以上

目標値（中学校）55.2%以上

●「埼玉県学力・学習状況調査*」において、小学校４年生から６年生まで及び中学校１年生から３年生
までの２年の間に、国語及び算数・数学の学力を１２段階中２段階以上伸ばした児童生徒の割合
出典：「埼玉県学力・学習状況調査*」（埼玉県）

「埼玉県学力・学習状況調査*」において、
学力を１２段階中２段階以上伸ばした児童生徒の割合
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第3期計画の検証〜成果と課題〜2

本県では、児童生徒の豊かな人間性や社会性を育むため、発達段階に応じた様々な体験活
動を推進するとともに、本県独自に作成した教材を活用した道徳教育や、読書活動を推進して
きました。

また、児童生徒が社会の一員として責任のある態度が取れるようにすることを目指して、基
本的な生活習慣や学習習慣の中から、これだけは身に付けさせたい事柄を各学年１２項目の
「規律ある態度」として設定しています。この「規律ある態度」のうち、小学校２年生から中学
校３年生までの児童生徒の８割以上が身に付けている項目数の割合は、平成２９年度（２０１７
年度）は小学校９３．３％、中学校９１．７％でしたが、令和４年度（２０２２年度）は小学校
８１．７％、中学校８６．１％と、それぞれ１１．６ポイント、５．６ポイント下降しました。

小・中学校ともに、「登校時刻」や「ていねいな言葉づかい」、「集団の場での態度」といっ
た項目は、第３期計画期間を通して全ての学年で身に付けている児童生徒の割合が８割を上
回っています。一方で、第３期計画策定前からの課題である「話を聞き、発表する」等に加え、
「整理整頓」において、身に付けている児童生徒の割合が８割以上の学年が減少しました。そ
の結果、児童生徒の８割以上が身に付けている項目の割合が下がっています。コロナ禍*にお
いて、児童生徒への指導が行き届きにくかったことや、発表する機会が減少したことなどが要
因と考えられます。

引き続き、児童生徒が「話を聞き、発表する」や「整理整頓」といった、学習の決まりや行動
の仕方を身に付けられていると実感できるよう、体験活動や道徳教育などを推進していく必要
があります。

他方、いじめを許さない意識の醸成や、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
の配置等、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に取り組むなど、生徒指導の充実を推進し
ました。

県内公立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校における令和２年度（２０２０年度）と令
和３年度（２０２１年度）の各年度のいじめ認知件数のうち、それぞれ翌年度７月末までに解消
された件数の割合（以下「解消率」という。）は、令和２年度（２０２０年度）は９６．５％でした
が、令和３年度（２０２１年度）は９８．０％と、１．５ポイント上昇しました。

解消率が上昇した要因として、「いじめ防止対策推進法」に基づく対応や、重大な事態に至
らないよう初期段階からの積極的な対応が徹底されるなど、学校現場において丁寧な対応が
取られたことなどが考えられます。

引き続き、いじめの未然防止に取り組み、いじめを生まない環境づくりを進めることが大切
です。その上で、いじめの解消率１００％を目指し、教職員の意識向上やスクールカウンセラー
等の専門職の配置充実など、教育相談体制の充実を図っていく必要があります。

豊かな心の育成Ⅱ目標
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100.0

95.0

90.0

85.0

80.0

75.0

93.3

91.7 91.7

95.0

88.9

85.0

86.1

81.7

86.1

81.7

91.7

平成
29年度

30年度 令和
元年度

2年度 3年度 4年度 5年度

小学校
中学校

91.791.7

%
目標値（小学校）100%

目標値（中学校）100%

100.0

95.0

90.0

85.0

80.0

75.0

70.0

65.0

60.0

%

平成
29年度

30年度 令和
元年度

2年度 3年度 4年度 5年度

80.8

76.2
71.4

77.8
81.9

目標値100%

児童生徒の８割以上が身に付けている「規律ある態度」の項目数の割合

いじめの解消率

●県が設定した「規律ある態度」（各学年１２項目）のうち、小学校２年生〜中学校３年生の８割以上
が身に付けている項目の割合

●県内公立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校におけるいじめの認知件数のうち、認知年度内
に解消された件数の割合
出典：「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省）

出典：「埼玉県学力・学習状況調査*」（埼玉県）及び「『規律ある態度』調査」（埼玉県）
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第3期計画の検証〜成果と課題〜2

本県では、「埼玉県児童生徒の新体力テスト」において一人一人の目標が設定できる体力プ
ロフィールシートを活用してきめ細かな指導を行うとともに、教員対象の実技研修会等の実
施などを通して、児童生徒の体力の向上と学校における体育的活動の充実を推進してきまし
た。

「埼玉県児童生徒の新体力テスト」の５段階絶対評価で上位３ランク（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）の児童
生徒の割合が学校種別の目標値（小学校８０％、中学校８５％、全日制高等学校９０％）に
到達した学校の割合は、平成２９年度（２０１７年度）は小学校７５．１％、中学校６３．８％、
全日制高等学校５０．７％でしたが、令和４年度（２０２２年度）は小学校４１．４％、中学校
２１．７％、全日制高等学校３８．２％と、それぞれ３３．７ポイント、４２．１ポイント、１２．５ポイ
ント下降しました。

目標値に到達した学校の割合が減少した要因としては、新型コロナウイルス感染症対策の
ため、運動会、体育祭などの体育的行事を含めた体力向上に対する取組が減少したことが挙
げられます。令和３年度（２０２１年度）においては、体力向上に対する取組をコロナ禍*前の状
況に戻すことができなかった学校が多い状況でしたが、令和４年度（２０２２年度）以降は新
型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら以前の取組状況に戻りつつあります。

体力の向上には、自発的に体を動かすことが重要です。発達段階に応じた楽しさや喜びを
知り、運動やスポーツを好きになることで、自発的に体を動かすことにつながります。運動やス
ポーツが好きな児童生徒を増やすためにも、体育の授業や体育的行事をより充実させる必要
があります。

Ⅲ

平成
29年度

30年度 令和
元年度

2年度 3年度 4年度 5年度

75.1

63.8

50.7

75.9 71.471.4

48.5

21.7

30.830.8

43.4
48.048.0

38.2

41.4
66.6

52.9

53.253.2

90.0
80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0
0.0

小学校
中学校
全日制高等学校

%

目標値（小学校）
80.0%以上

目標値（中学校）
65.0%以上

目標値（全日制
高等学校）
55.0%以上

体力テストの５段階絶対評価で目標を達成した学校の割合

●体力テストの５段階絶対評価で上位３ランク（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）の児童生徒の割合が校種別の目標値
（小学校８０％、中学校８５％、全日制高等学校９０％）に到達した学校の割合

目標

出典：「埼玉県児童生徒の新体力テスト」（埼玉県）

健やかな体の育成
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本県では、児童生徒が将来、社会人・職業人として自立できるよう、産業界等と連携した
キャリア教育*の実施や、地域の企業等と連携した実践的な職業教育*、特別支援学校高等部
の生徒への多角的な就労支援などを推進してきました。

国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターの「職場体験・インターンシップ*実
施状況等調査」における公立高等学校（さいたま市立を除く。）の職場体験やインターンシッ
プ*の実施率は、平成２８年度（２０１６年度）は８０．２％でしたが、令和４年度（２０２２年度）
は２７．５％と、５２．７ポイント下降しました。

企業等で就業体験を行うインターンシップ*の実施率は、新型コロナウイルス感染症の影響
によって実施を見送る学校が多かったことから、計画策定時を大きく下回りました。就業体験
を見送った学校においては、その代替としてオンラインによる工場見学や企業等との情報交換
会を行うなどの方法でキャリア教育*を実践しました。

就職前に企業や業界を理解することができるインターンシップ*は、勤労観・職業観の育成
に有効であり、コロナ禍*で減少したインターンシップ*を増やしていく必要があります。

また、県立特別支援学校高等部の生徒のうち、一般就労を希望した生徒が卒業する時点で
一般就労できた割合（内定を含む。）は、平成２９年度（２０１７年度）は８３．２％でしたが、令
和４年度（２０２２年度）は８５．９％と、２．７ポイント上昇しました。

障害者の一般就労に当たっては、企業側にとっては障害特性を把握するため、また障害者
にとっては業務内容を把握するとともに自己の職業への適性に対する理解を深めるために、
現場実習を経るケースが一般的です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大で現場実習の実
施を控える企業等もありましたが、障害者の雇用を希望する企業等に働き掛け、新規実習先
を開拓したことが、前述の割合の上昇につながりました。

引き続き、新規実習先・就労先の開拓に向けて、企業等向け学校公開の実施や経済団体等
との連携強化などを進める必要があります。

Ⅳ目標 自立する力の育成
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第3期計画の検証〜成果と課題〜2

95.0

90.0

85.0

80.0

75.0

70.0
平成
29年度

30年度 令和
元年度

2年度 3年度 4年度 5年度

83.2

80.2

85.1

81.4

83.5
85.9

%

目標値90.0%以上

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

%

80.2
85.2 84.4 84.4

28.9

25.2 27.5

29年度平成
28年度

30年度 令和
元年度

2年度 3年度 4年度 5年度

目標値85.0%以上

特別支援学校高等部で一般就労を希望する生徒の就職率

職場体験やインターンシップ*を実施した高等学校の割合

●県立特別支援学校高等部の生徒のうち、一般就労を希望した生徒が卒業する時点で一般就労できた
割合（内定を含む。）

●国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターの「職場体験・インターンシップ*実施状況等
調査」における公立高等学校（さいたま市立を除く。）の実施率

出典：埼玉県による実績調査

出典：「職場体験・インターンシップ*実施状況調査」（国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター）
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本県では、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置等による教育相談体
制の充実や、多様な学びの場における効果的な教育活動の研究など、不登校児童生徒への支
援、高校中途退学防止の取組を行ってきました。

１年度内に３０日以上欠席した公立小・中学校の児童生徒の割合（病気や経済的な理由に
よる者を除く。）は、平成２９年度（２０１７年度）は小学校０．３７％、中学校２．８４％でした
が、令和３年度（２０２１年度）は小学校０．９０％、中学校４．４６％と、それぞれ０．５３ポイン
ト、１．６２ポイント上昇しました。

教職員がスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携し、教育相談体制の充
実に取り組んでいるものの、不登校に対する社会の見方が「問題行動」から「理解し、受容す
るもの」へと変化していることや、コロナ禍*での生活習慣の乱れ、学校生活に様々な制限があ
る中で交友関係を築きにくいことなどから、近年、全国的にも不登校児童生徒数は増加してい
ます。

不登校児童生徒に対する支援においては、予兆への対応を含めた初期段階からの組織的
かつ計画的な支援が重要であるため、教育相談体制の充実に引き続き取り組むとともに、「義
務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の趣旨を踏ま
え、多様で適切な教育機会を確保していくことが必要です。

公立高等学校における全日制・定時制別の中途退学者の割合は、平成２９年度（２０１７
年度）は全日制０．９１％、定時制８．００％でしたが、令和３年度（２０２１年度）は全日制０．
７９％、定時制６．６１％と、それぞれ０．１２ポイント、１．３９ポイント下降しました。

高校中途退学防止に向けた面談や家庭訪問、学び直し指導などきめ細かな支援の結果、数
値は改善しています。

引き続き、スクールカウンセラー等の専門職や関係機関等と連携し、個々の生徒の状況に応
じた支援を行う必要があります。

また、基礎学力に課題がある生徒や日本語指導が必要な児童生徒を支援するため、学習サ
ポーターの配置や国際交流員の派遣などを行ったほか、ヤングケアラー*への支援として元ヤ
ングケアラー*等を講師とする出張授業などを行い、一人一人の状況に応じた支援を推進しま
した。

外国人児童生徒等に対する日本語指導のための研修を受講した教員数は、令和元年度
（２０１９年度）の１０１人から、３年間で２９９人増え、令和４年度（２０２２年度）には累計で
４００人となっており、目標値の５００人に向けて教員数が着実に増加しています。

教育をめぐるニーズは多様化しており、一人一人の状況に応じた教育を更に進める必要があ
ります。

Ⅴ目標 多様なニーズに対応した教育の推進
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第3期計画の検証〜成果と課題〜2

平成
29年度

30年度 令和
元年度

2年度 3年度 4年度 5年度

9.00

6.00

7.00

8.00

4.00

5.00

2.00

3.00

0.00

1.00

全日制
定時制

8.00
7.24

7.69

%

5.95
6.61

0.91 0.92 0.86 0.62 0.79

目標値（定時制）7.40%以下

目標値（全日制）0.84%以下

小学校
中学校

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.00

1.50

2.50

1.00

0.50

0.00

%

平成
29年度

30年度 令和
元年度

2年度 3年度 4年度 5年度

0.900.720.580.520.37

2.84
3.20

3.49 3.57

4.46

目標値（中学校）2.01%以下

目標値（小学校）0.19%以下

不登校（年間３０日以上）児童生徒の割合

公立高等学校における中途退学者割合

●公立高等学校における全日制・定時制別の中途退学者の割合

●１年度内に３０日以上欠席した公立小・中学校の児童生徒の割合（病気や経済的な理由による者を
除く。）

出典：「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省）

出典：「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省）
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●外国人児童生徒等に対する日本語指導のための研修を受講した教員数
出典：埼玉県による実績調査
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日本語指導に関する研修を受講した教員数
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第3期計画の検証〜成果と課題〜2

本県では、優れた教職員を確保するため、大学生に教員という職業の魅力を伝える「彩の国
かがやき教師塾*」の実施や、教員養成大学との連携協定に基づく教職の魅力発信等の取組
の実施などに取り組んでいます。また、教職員の資質・能力を向上させるため、教職員研修や
教員同士が学び合うネットワークの構築、「埼玉県学力・学習状況調査*」のデータから見えて
きた優れた指導技術の共有などを行っています。

「主体的・対話的で深い学び*」に関する研修を受講し、その視点で授業を行った教員
数は、平成２９年度（２０１７年度）の７，０５７人から、５年間で６，０８７人増え、令和４年度
（２０２２年度）には累計で１３，１４４人となっています。

引き続き、「主体的・対話的で深い学び*」の充実を図るとともにその実践を更に効果的なも
のとするため、また、１人１台端末の活用などを通じて児童生徒の学びを深めることができる
よう、全ての教員のＩＣＴ*活用指導力を向上させることも必要です。

また、授業改善や校務効率化を図るための県立学校におけるＩＣＴ*環境整備など、学習環
境の整備・充実を推進してきました。

ホームルームで使用している普通教室において無線ＬＡＮが利用できる環境にある県立高
等学校の割合は、平成２９年度（２０１７年度）は０％でしたが、令和２年度（２０２０年度）には
１００％を達成しました。

今後、１人１台端末の本格的な活用が進む中、教員のＩＣＴ*活用指導力を高めるとともに、
より高度な利用に堪え得る無線ＬＡＮ環境を構築するなど、学校教育の質を高めていく必要
があります。

Ⅵ
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目標値13,000人

「主体的・対話的な深い学び」に関する研修を受講し授業を行った教員数

●「主体的・対話的な深い学び」に関する研修を受講し授業を行った教員の人数
出典：埼玉県による実績調査

目標 質の高い学校教育のための環境の充実
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平成
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目標値100%

普通教室において無線ＬＡＮが利用できる環境にある
県立高等学校の割合

●ホームルームで使用している普通教室において無線ＬＡＮが利用できる環境にある県立高等学校
の割合
出典：埼玉県による実績調査
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第3期計画の検証〜成果と課題〜2

本県では、埼玉県家庭教育アドバイザー*の養成を進め、県内各地域における「親の学習*」
の推進や地域子育て支援拠点*への支援に取り組んできました。

埼玉県家庭教育アドバイザー*が「親の学習*」プログラムを活用して行う「親の学習*」講座
の年間実施回数は、平成２９年度（２０１７年度）は１，６９７回でしたが、令和４年度（２０２２
年度）は９８８回となっています。

「親の学習*」には、子育て中の親を対象とした「親が親として育ち、力をつけるための学
習」と、近い将来親となる可能性がある中学生や高校生を対象とした「親になるための学習」
があります。子供と一緒に行う「ふれあい遊び」体験や、実際の子育ての様子を疑似体験す
るロールプレイなど、人と直接関わることで参加者の理解が深まる体験的な講座が中心と
なっています。コロナ禍*においては、対面での実施には大幅な制限を受けており、令和４年
度（２０２２年度）においても新型コロナウイルス感染症の感染拡大前と比較すると依然とし
て少ない状況でした。一方で、オンラインでも「親の学習*」講座を実施できるよう内容を工夫
し、埼玉県家庭教育アドバイザー*向けに研修を行った上で、代替可能な範囲で一部の講座を
オンラインで実施しました。

対面での講座内容・実施方法の工夫や、オンライン講座で代替可能な範囲を検討するな
ど、ポストコロナ*においても家庭の教育力向上に取り組む必要があります。

また、「学校応援団*」や放課後子供教室*の活動など地域学校協働活動*の推進や、コミュ
ニティ・スクール*の設置推進などに取り組むことで、地域と連携・協働した教育を推進してき
ました。

小・中学校におけるコミュニティ・スクール*の数は、令和８年度（２０２６年度）までに全ての
小・中学校（令和５年度（２０２３年度）当初時点で１，０４４校）に導入することを目指している
中、平成３０年度（２０１８年度）の２８１校から、令和４年度（２０２２年度）には７７２校となっ
ています（この指標は埼玉県５か年計画にも記載されています。）。

第３期計画期間中、国の補助金を活用してコミュニティ・スクール*の充実を目指す市町村を
支援したことや、市町村の担当者等を対象とした研修会や導入事例の紹介を行ったこと、未導
入市町村を訪問し導入に向けての支援をしたことなどから、導入校数が大きく伸びました。コ
ミュニティ・スクール*の趣旨について更に理解が進み、全ての小・中学校で導入されるよう、引
き続き市町村への支援を行う必要があります。

Ⅶ目標 家庭・地域の教育力の向上
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「親の学習*」講座の年間実施回数

小・中学校におけるコミュニティ・スクール*の数

●埼玉県家庭教育アドバイザー*が「親の学習*」プログラムを活用して行う「親の学習*」講座の年間
実施回数

●小・中学校におけるコミュニティ・スクール*の数

出典：埼玉県による実績調査

出典：「コミュニティ・スクール*（学校運営協議会制度）の導入・推進状況等調査」（文部科学省）
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第3期計画の検証〜成果と課題〜2

本県では、県民の学びを支える環境を整備するとともに、学びの成果の活用を促進するた
め、情報発信サイト「生涯学習ステーション」による指導者やイベント、講座などの生涯学習に
関する情報の提供や、げんきプラザを活用した体験活動の充実、県立図書館における県民の
チャレンジ支援の充実、学びを活用した地域課題解決への支援などに取り組んできました。

県政サポーターアンケートにおいて、「この１年くらいの間に『生涯学習活動』をしたことが
ある」と回答した人の割合は、平成２９年度（２０１７年度）は６７．７％でしたが、令和４年度
（２０２２年度）は７４．６％と、６．９ポイント上昇しました。

令和４年度（２０２２年度）のアンケートにおいては、「どのような施設や場所を使って活動
を行ったか」という質問に対して、音楽ホールなどの「文化施設」や「オンライン」といった選
択肢が前年度と比べて一定程度伸びを示しています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大
による影響が３年目となる中で、オンラインコンテンツの活用が進むとともに、社会経済活動
の再開に伴い、コンサート等への参加者数が増加していることなどが全体の伸びにつながって
いるものと推察されます。

１年間に生涯学習活動に取り組んだ人の割合の更なる向上に向けて、県民一人一人のニーズ
に応じた生涯学習情報を、より多く提供していく必要があります。

Ⅷ
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%

目標値73.0%

１年間に生涯学習活動に取り組んだ人の割合

●県政サポーターアンケートにおいて、「この１年くらいの間に『生涯学習活動』をしたことがある」と回
答した人の割合
出典：「県政サポーターアンケート」（埼玉県）

目標 生涯にわたる学びの推進
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本県では、文化芸術活動の充実のため、埼玉県芸術文化祭の開催や県立博物館等における
魅力ある企画展等の実施、子供たちに対する教育普及活動などに取り組んできました。また、
令和元年度（２０１９年度）に埼玉県文化財保存活用大綱を策定し、地域の潜在的な文化財の
掘り起こしやその魅力発信を行うとともに、市町村における文化財保存活用地域計画の策定
やその推進を支援してきました。加えて、県立博物館等における企画展等の実施などで、伝統
文化の保存と持続的な活用を推進してきました。

県立博物館等における入館者数、出前講座参加者数、出張展示観覧者数などの年間利
用者数は、平成２９年度（２０１７年度）は９１．５万人でしたが、令和４年度（２０２２年度）は
６２．８万人となっています。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う休館など、影響が最も大きかった令和２年度
（２０２０年度）を底に、回復傾向にはあるものの、社会経済活動の停滞の影響によって、計
画策定時を下回る利用者数となっています。

利用者の増加に向けて、各館の企画展等の内容を更に魅力的にするとともに、その情報をよ
り多くの県民に届けることが課題です。また、デジタル技術を活用した展示方法の提供など、
県立博物館等の新しい利用方法についても検討する必要があります。

Ⅸ
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県立博物館等の年間利用者数

●県立博物館等における入館者数、出前講座参加者数、出張展示観覧者数などの年間利用者数
出典：埼玉県による実績調査

目標 文化芸術の振興
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第3期計画の検証〜成果と課題〜2

本県では、県民がスポーツに親しむことができるよう、スポーツ少年団、総合型地域スポー
ツクラブ*への支援や、県民総合スポーツ大会の開催、プロスポーツチーム等との連携によるイ
ベントの開催等に取り組むなど、様々なスポーツ・レクリエーション活動を推進してきました。

スポーツを週１回以上行う２０歳以上の県民の割合（スポーツ実施率）は、平成２９年度
（２０１７年度）は５０．２％でしたが、令和４年度（２０２２年度）は５７．８％と、７．６ポイント
上昇しました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて伸び悩んでいるものの、ラグビーワールドカップ
２０１９*や東京２０２０オリンピック・パラリンピック*によってスポーツへの関心が高まり、ス
ポーツ実施率は上昇基調にあります。一方で、年代別に見ると、３０代〜５０代の働き盛り・子
育て世代は、スポーツ実施率が低くなっています。

今後は、誰もが生涯にわたって充実したスポーツライフを送れるように、スポーツ実施率が
低い世代のニーズに応じたスポーツ機会の提供促進などに取り組む必要があります。
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●県政世論調査で週に１回以上スポーツをすると答えた２０歳以上の県民の割合
出典：「県政世論調査」（埼玉県）

Ⅹ目標 スポーツの推進
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教育を取り巻く社会の動向と
社会状況の変化3

人口減少と人口構造の変化1

本県の人口は令和３年（２０２１年）の７３４．３万人（埼玉県推計人口）まで増加を続けて
きましたが、令和４年（２０２２年）には７３３．１万人と減少に転じ、令和２２年（２０４０年）に
は約６８５万人に減少すると予想されています。年齢区分では、０歳から１４歳までの年少人口
は、減少が続いており、令和５年（２０２３年）で８６．０万人です。今後も緩やかな減少を続け、
令和２２年（２０４０年）には約７５万人になると見込まれています。また、１５歳から６４歳まで
の生産年齢人口は、平成１２年（２０００年）をピークに減少が続いており、令和５年（２０２３
年）で４５４．３万人です。令和２２年（２０４０年）には約３８０万人まで減少する見通しです。

一方、６５歳以上の高齢者は、令和５年（２０２３年）で１９７．８万人であり、令和２２年
（２０４０年）には約２３０万人に増加することが見込まれ、県民の３人に１人が高齢者となる
見込みです。

また、本県における在留外国人数は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時減少
したものの、令和４年（２０２２年）には約２１．３万人と過去最高になり、平成３０年（２０１８
年）と比べ約３．２万人増加しています。

出典：国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
（https://www.ipss.go.jp）

出典：「在留外国人統計」出入国在留管理庁
 (https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/index.html)
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教育を取り巻く社会の動向と
社会状況の変化

経済・雇用情勢の動きと格差の固定化・再生産2

令和２年（２０２０年）、新型コロナウイルス感染症の世界的流行によって、経済活動は制限
され、国際社会は未曽有の経済停滞にさらされました。　

このことは我が国の経済にも甚大な影響をもたらし、急激かつ大幅な景気後退に至りまし
た。令和４年（２０２２年）以降、緩やかに持ち直していますが、ロシアのウクライナ侵略等によ
る原材料価格の上昇や円安による輸入物価の上昇は、国内物価を上昇させ、家計・企業の活
動などに影響を与えています。

「埼玉県経済動向調査」によると、本県の経済も新型コロナウイルス感染症の影響で厳し
い状況が続いていましたが、回復への動きが見られるとされています。

また、同調査では、令和５年（２０２３年）３月の有効求人倍率（季節調整値、新規学卒者を
除きパートタイム労働者を含む。）は１．０４倍、県内を就業地とする求人数を用い算出した就
業地別の有効求人倍率は１．１７倍など、本県の雇用情勢は、緩やかに持ち直しているとされて
います。

一方で、不安定な非正規雇用の増加や格差の固定化の懸念が指摘されています。「令和４
年就業構造基本調査」（総務省）によると、県内の有業者に占める非正規雇用者の割合は、
３３．５％と全国よりも１．９ポイント高くなっているとされています。

また、「２０２２（令和４）年国民生活基礎調査」（厚生労働省）によると、全国の子供の相
対的貧困*率は１１．５％であり、約９人に１人の子供が相対的貧困*状態にあるとされていま
す。また、いわゆるひとり親家庭（子供がいる現役世帯のうち大人が一人の世帯）の相対的貧
困*率は４４．５％と、ひとり親家庭の半数近くが相対的貧困*状態にあるとされています。

貧困家庭で育った子供は、経済的困窮を背景に教育や体験の機会に乏しく、地域や社会か
ら孤立し、様々な面で不利な状況に置かれてしまう傾向にあると言われています。また、十分
な教育を受けられないことで進学や就職で不利になり、収入の高い職に就けないなど、親の
代から貧困が連鎖してしまうという問題が指摘されています。
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身近に迫る脅威と新たな社会への進展

子供をめぐる教育的ニーズの多様化

3

4

ロシアによるウクライナ侵略などの国家間の政治的・経済的な緊張や紛争、テロリズム、新
型コロナウイルス感染症の流行などが原因で、世界的に不安定な状況が続いています。このよ
うな状況は、グローバル化の進展に伴い強まった世界の国々の国際貿易などの相互依存関係
とともに、世界経済にだけでなく、原材料や製品の生産コストの上昇による物価高騰など、ひ
いては私たちの生活にも影響を与えています。

また、近年、気候変動の影響から、自然災害が激甚化・頻発化していることが指摘されてお
り、地球温暖化の進行に伴って、この傾向が続くことが見込まれています。今後発生が想定さ
れている首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震や火山噴火など、災害への備えが必
要です。今後も更に高まる自然災害リスクと正面から向き合い、将来予測される被害を回避・
軽減するために、あらゆる努力が求められています。

このような状況の中、学校においては児童生徒の安全を守ることを何よりも優先する必要が
あります。児童生徒に危害をもたらす様々な危険や事故等を防止し、万が一、事故や自然災害
等が発生した場合には、被害を最小限にするための取組が求められます。

一方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、私たちの生活を一変させ、社会に新しい
生活様式をもたらしました。中でも、テレワーク*や、オンライン教育、オンライン診療などのオ
ンラインサービスをはじめとする新しい働き方・暮らし方は、より多様で柔軟な生き方の実現
へとつながっています。

ポストコロナ*時代を見据えて、デジタル技術の活用やデジタルインフラなどの戦略的な構
築を進め、新しい価値を生み出す変革、すなわちデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）*が
求められています。

ＤＸ*の実現は、教育の分野にも大きな変革をもたらし、児童生徒の学びを豊かにし、教職員
の働き方を効率的なものに変えるなど様々な課題を解決する大きな可能性を秘めています。

本県における特別支援学校や小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒は増加傾向に
あり、令和４年度（２０２２年度）は平成２９年度（２０１７年度）の約１．３倍の２万人超となり、
小・中学校、高等学校の通常の学級においても、通級による指導*を受けている児童生徒が増
加しています。

また、令和４年（２０２２年）に文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する特別な教育的
支援を必要とする児童生徒に関する調査」では、全国の小・中学校の通常の学級に８．８％程
度の割合で、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面での著しい困難を示す児童生
徒が在籍しているという推計が示されています。
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教育を取り巻く社会の動向と社会状況の変化3

教職員を取り巻く状況の変化

地域と家庭の状況の変化

5

6

我が国の教員の勤務時間はＯＥＣＤによる調査では調査参加国の中で最長であり、教職員
の児童生徒への献身的な姿勢とともに、社会の変化や要請を踏まえ、学校の役割が拡大し、
教職員の負担が増加していることが指摘されています。

また、いわゆる超過勤務に相当する時間外在校等時間*が本県の「学校における働き方改革
基本方針」の目標である月４５時間を超えている教員の割合は、令和４年（２０２２年）１１月時
点で、小学校３６．１％、中学校５０．８％、高等学校２９．４％、特別支援学校１１．５％となって
おり、時間外在校等時間*の一層の縮減が課題となっています。加えて、近年の大量退職等に
伴う採用者数の増加や教員採用選考試験の受験者数の減少、産休・育休取得者や特別支援
学級の増加等を要因とした、採用倍率の低下や教員不足といった課題も生じており、学校にお
ける働き方改革*の更なる推進と併せて、教職の魅力の向上が求められています。

地域人口の減少や高齢化率の上昇でコミュニティの維持が困難となり、人と人との結び付
きが希薄化し、地域での人間関係・信頼関係の構築が難しくなるという指摘があります。

地域社会において、一人一人がより豊かな人生を送ることのできる持続可能な社会*づくり
を進めるためには、地域の活動・行事への参加や、地域の課題解決に向けた提案など、住民
自らが担い手としてその運営に主体的に関わっていくことがこれまで以上に重要です。

また、家族形態の変化、価値観やライフスタイルの多様化等によって、家庭を取り巻く環境
が変化する中、子育てに不安を持つ保護者も多く、地域全体で家庭教育を支えることが重要
です。

さらに、不登校児童生徒が全国的にも増加している中、本県においても増加の傾向にあり、
令和４年度（２０２２年度）の本県の不登校児童生徒は約１４，０００人となっています。

加えて、本県における日本語指導が必要な児童生徒（外国籍・日本国籍含む。）は、約３，
７００人で１０年前の約２．６倍に相当します。こうした中、平成３１年（２０１９年）に新たな在
留資格「特定技能」が創設されたことや、令和５年（２０２３年）に特定技能２号の対象分野追
加が決まったことなどから、在留外国人の更なる増加が見込まれ、それに伴い外国人児童生徒
の増加も予想されます。

そのほか、ヤングケアラー*や、ＬＧＢＴＱ*の児童生徒への支援など、教育をめぐるニーズは
多様化しており、対応が求められています。

また、令和５年（２０２３年）４月には、こども施策を総合的に推進することを目的とした「こ
ども基本法」が施行され、一人一人の状況に応じた更なる支援が求められています。

25

第
１
章

第
３
章

参
考
資
料

第
２
章

総
論



取り組むべき課題4

社会の激しい変化に対応するための
資質・能力の育成1

急速なグローバル化の進展や超スマート社会（Society 5.0）*の到来といった変化の激し
い社会を生き抜くためには、子供たちの、基礎的・基本的な知識や技能とともにどのような変
化にも柔軟かつ創造的に対応できる力を育成していくことが求められます。

具体的には、文章の意味を正確に理解する読解力、教科等固有の見方・考え方を働かせて
自ら考えて表現する力、対話や協働を通じて知識や考えを共有し新しい解や納得解を生み出
す力などが挙げられます。 

また、豊かな情操や道徳心を培い、正義感、責任感、自他の生命の尊重、他者への思いや
り、自己肯定感、人間関係を築く力などの育成を図るとともに、発達段階に応じて体力の向
上、健康の保持増進を図ることなどは、どのような時代であっても変わらず重要です。

第３期計画の成果と課題、教育を取り巻く社会の動向、社会状況の変化などを踏まえて、
今後、取り組むべき課題は、以下のとおりです。

「何を学ぶか」だけではなく「何のために学ぶのか」という観点から、基礎的・基本的な
知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するための思考力・判断力・
表現力を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かし多様な人々 との
協働を促す教育の充実が必要です。

本県においては、「埼玉県学力・学習状況調査*」などの取組による成果を基に、個別最
適な学び*と協働的な学び*を一体的に充実し、子供たちに知識や技能をしっかりと身に付
けさせ、学んだ知識や技能を活用する力を育成する必要があります。

また、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していくために
は、社会人、職業人としての基礎となる知識・技能や、地域の課題等についての認識を深
め、その解決を社会の構成員の一人として担うなど、社会の形成に主体的に参画するための
資質・能力を身に付ける必要があります。

グローバル化やＤＸ*は労働市場に変容をもたらしており、これからの時代の働き手に必
要となる能力は変化しています。ＡＩ*やロボットによる代替が困難である新しいものを創り
出すことや、他者と協働しチームで問題を解決するといった能力が今後一層求められること
が予測され、教育の内容や方法はこうした変化に適切に対応していくことが求められます。

■確かな学力と自立する力の育成
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多様なニーズに対応した教育の推進2

障害のある子供や、不登校児童生徒、高校中途退学者等、経済的に困難な子供、日本語指
導が必要な児童生徒、ヤングケアラー*、ＬＧＢＴＱ*の児童生徒など、多様なニーズを有する子
供たちに対応し、一人一人の状況に応じたきめ細かな支援が求められます。

障害のある子供と障害のない子供が同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、一人一人の
教育的ニーズに応じた多様な学びの場*の整備を進めることで、インクルーシブ教育システム*
の構築の視点に立った特別支援教育を推進する必要があります。

また、不登校児童生徒の教育機会の確保や相談体制の充実など、不登校対策を更に推進し
ていくとともに、高校中途退学者等の社会的自立に向けた切れ目ない支援が求められます。

子供の貧困問題に加え、日本語指導が必要な児童生徒の増加、ヤングケアラー*の顕在化、
ＬＧＢＴＱ*など、教育をめぐるニーズは多様化しており、社会的包摂*の観点から教育機会の
確保や配慮、支援を行うことが必要です。

■豊かな心と健やかな体の育成

社会の多様化が進む中、一人一人が多様な他者を理解、尊重し、知識や考えを共有し、対
話や協働を通じて新しい解や納得解を生み出すことが重要になっており、子供たちの豊かな
人間性や社会性を育んでいくことが大切です。

そのため、多様な他者を理解、尊重する力を身に付けられるように、外国人児童生徒等と
交流する留学・異文化交流・国際理解教育、地域で子供と大人が交流・協働する体験活動な
どを通して、自らとは異なる立場の人々 や地域の人々 と接する機会を持つことが重要です。

加えて、いじめ防止対策や人権を尊重した教育の推進に取り組んでいく必要があります。
また、体力は、あらゆる活動の基本であり、身体面のほか、意欲や気力といった精神面の

充実にも大きく関わります。
そのため、学校保健の充実による発達段階に応じた健康の保持増進、学校での体育的活

動や身近な地域のスポーツ環境の充実による体力の向上などを図っていく必要があります。
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質の高い学校教育を推進するための環境の充実3

新しい時代に求められる確かな学力や自立する力、豊かな心、健やかな体を育むためには、
学校教育の質の向上を図ることが不可欠であり、その担い手となる教職員の資質・能力の向上
を図っていくことが求められます。このため、優れた教職員を確保するとともに、教職員研修
の充実などによって指導力のある教職員の育成を図っていくことが重要です。

また、より良い教育を行うためには、児童生徒に向き合う時間を確保し、学校における働き
方改革*を推進する必要があります。

他方、教職員の不祥事は、児童生徒・保護者をはじめ関係する多くの方々の心を傷つけ、県
民からの本県教育への信頼を失わせるもので、決してあってはならないものです。このため、
不祥事根絶に向けた取組を推進していきます。

また、ＧＩＧＡスクール構想*によって１人１台端末と高速通信ネットワーク等のＩＣＴ*環境
の整備が飛躍的に進展しました。ＩＣＴ*を活用した新たな取組の実践を通じて、一人一人の状
況やニーズに応じたより良い教育環境を目指すとともに、校務ＤＸを通じた教育データの利活
用や学校における働き方改革*に取り組む必要があります。
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取り組むべき課題4

家庭・地域の教育力の向上

生涯にわたる学びの推進、
文化芸術の振興とスポーツの推進

4

5

家庭は、子供たちの健やかな成長の基盤であり、家庭教育は、全ての教育の出発点です。地
域とのつながりの希薄化や、親が身近な人から子育てを学んだり助け合ったりする機会の減
少など、子育てや家庭教育を支える地域環境が変化している中、地域全体で家庭教育を支え
ることが重要となっています。

また、子供たちは、地域の大人との日常的なふれあいや様々な経験を通して、地域の構成員
としての社会性などを身に付けることができます。

社会総がかりで子供たちの学びや育ちを支える地域学校協働活動*など、学校が核となり、
地域と連携・協働していくことが必要です。

人生１００年時代*をより豊かに生きるためには、県民一人一人が生涯にわたって自ら学習
し、自己の能力を高めるとともに、学習の成果を働くことや地域社会の課題解決につなげてい
くことが一層重要になっていきます。社会の変化に対応した豊かな生涯学習の機会の提供や、
学びの成果を生かすための支援が必要です。

また、文化芸術は人々の創造性を育み、感動や安らぎを与え、心豊かな生活をもたらしま
す。文化芸術活動の支援や、伝統文化の後継者の育成・支援や理解を深める取組など、文化
芸術の振興や伝統文化の継承を図る必要があります。

スポーツは、心身の健康増進と体力向上だけでなく、健康長寿社会や共生社会*の実現、地
域の活性化など、県民生活において多面にわたる効果が期待されます。県民誰もが生涯にわ
たってスポーツに親しめる環境の充実に取り組む必要があります。
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埼玉教育の基本的な考え方5

基 本理念

目 標

計画全体に共通する視点 

豊かな学びで
　　　　未来を拓

ひ ら

く埼玉教育

●誰一人取り残されない共生社会*の実現に向けた教育の推進
●教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）*の推進

Ⅰ

Ⅷ

Ⅲ

Ⅹ

Ⅱ

Ⅳ Ⅴ Ⅶ

確かな
学力の育成

自立する
力の育成

多様なニーズに
対応した
教育の推進

質の高い
学校教育を
推進するための
環境の充実

家庭・地域の
教育力の向上

豊かな
心の育成

健やかな
体の育成

生涯にわたる
学びの推進

文化芸術
の振興

スポーツ
の推進

Ⅵ

Ⅸ
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教育の目的は、「教育基本法」において「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び
社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなけ
ればならない」（第１条）と規定されています。

本県では、「教育基本法」に基づく教育の使命を果たすため、第３期計画において、
２０３０年以降も見据えた中長期的な視点に立ち、「豊かな学びで　未来を拓

ひら

く埼玉教
育」を基本理念として掲げ、教育行政を推進してきました。この基本理念は、社会の変化を
予測することが困難なこれからの時代において、社会への関わりや多様な人々 との交流を通
じて新たな価値を創造し、人生や社会の未来を切り拓

ひら

くことのできる力を有し、社会の持続
的な発展を支える担い手を育てていく上での基本的な考え方として掲げられたものです。

第３期計画の終期に際し、改めて２０３０年やその先の２０４０年を見据えると、超スマー
ト社会（Society 5.0）*に向けた急速な技術革新や、少子高齢化が更に進み、労働市場の
在り方や働く人に必要とされるスキルが変容していくと言われており、社会の大きな変化が
見込まれます。このような時代において、第３期計画の基本理念の考え方は、変わらずに重
要なものです。

また、第３期計画期間を振り返ると、新型コロナウイルス感染症の感染拡大とロシアのウ
クライナ侵略による国際情勢の不安定化という、予測困難な時代を象徴する事態が生じま
した。この間、新型コロナウイルス感染症対策としてのオンライン学習などＩＣＴ*を活用し
た教育が大きく進展しましたが、本県においては、将来の夢や目標を持っている児童生徒
の割合が低下するという状況も見られました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のための学校の臨時休業や教育活動の制限などが要因の一つと考えられ、体力の低下や、
不登校児童生徒の増加などを含め、子供たちの心身の発達への影響が懸念されています。
予測困難な事態が生じただけでなく、こうした影響もまた予測困難なものです。こうした事
態に対して、教育を含む社会のあらゆる分野において、課題を克服し少しでも望ましい状況
を目指して様々な取組が行われています。

社会の変化への対応が差し迫っている今、「知識・技能」の習得だけではなく、未知の
状況に対応できる「思考力・判断力・表現力」や、学びを人生や社会に主体的に生かそうと
する「学びに向かう力・人間性」を含めた資質・能力を育成することの重要性はますます高
まっています。持続的に発展する社会の創り手を育成していくためには、第３期計画の基本
理念の考え方を踏まえた上で、更に充実した学びにすることが求められています。

本県ではこれまで、児童生徒一人一人の成長に着目した「埼玉県学力・学習状況調査*」
の実施や、児童生徒同士が話し合って解答を導き出す「協調学習*」の推進などを通して、
個別最適な学び*と協働的な学び*を一体的に充実させる取組を進めてきました。今後はこ
れらの取組に加えて、教科等横断的な学習*の充実など、教育の質を更に高める必要があ
ります。

また、人生１００年時代*を見据え、変化の激しい社会においては、学校教育だけでなく社
会人の学び直し（リカレント教育*）をはじめとする生涯学習の必要性が高まっています。

■基本理念の考え方

基本理念1
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将来の予測が困難な時代において、一人一人が豊かで幸せな人生を送るとともに、持続
的に発展する社会の創り手となるためには、教育の使命は極めて重要です。

こうした状況において、第３期計画の基本理念の考え方は変わらず重要であり、第４期
計画においては第３期計画の基本理念を継承し、次のとおり掲げます。

この基本理念は、第３期計画の基本理念を継承しつつ、社会の変化への対応が差し迫っ
ている今、更に充実した学びにすることで、教育の使命を果たしていくため、県民の誰もが
参画し得る生涯を通じた多様で深い学び（「豊かな学び」）によって、人生や社会の未来を
切り拓

ひら

く力を育む（「未来を拓
ひら

く」）ことを目指すものです。
第３期計画においては「豊かな学び」を「県民の誰もが参画し得る生涯を通じた多様な

学び」と定義しましたが、そこに「深い」という言葉も加えることで、子供たちの未来を切り
拓
ひら

く力を一層強く育んでいきます。
「何のために学ぶのか」といったことを深く考えること、学んだことを相互に関連付けて

より深く理解すること、自らの人生はもちろん家族や周囲の人々 の人生、地域や社会がより
良いものとなるよう、学んだことを生かすとともにその体験から学びを得るという、学びと
世界が深くつながることの重要性を、この「深い」という言葉に表現しています。

こうした「豊かな学び」で、県民の誰もが人生や社会の未来を切り拓
ひら

き、一人一人が豊か
で幸せな人生を送るとともに、持続的に発展する社会の創り手となることを目指します。

■基本理念

豊かな学びで 未来を拓
ひ ら

く埼玉教育
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埼玉教育の基本的な考え方5

計画全体に共通する視点2

誰一人取り残されず、多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じられる共生社会*の実
現に向けて、全ての人にとって自分のよさや可能性を引き出せる学びを日常の教育活動に取
り入れていく必要があります。

その際、学校教育での支援を必要とする子供たちを支えるという観点だけではなく、そ
うした子供たちも含め、全ての人が「長所・強み」を持っており、互いに認め合い支え合うこ
とで、それぞれの持つ可能性が引き出されるという観点も大切です。この観点を学びに取り
入れることが、誰もが互いを尊重しながら共に生きる社会的包摂*の実現につながるもので
す。

また、一人一人のニーズに応じた教育の機会や質を「公平、公正」に確保することが
重要となります。「多様性」、「包摂性」に「公平、公正」を加え、頭文字を取ったＤＥ＆Ｉ
（Diversity, Equity and Inclusion）の考え方が重視されてきています。

一人一人が自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在とし
て尊重する共生社会*の実現に向けた教育の推進という視点を、障害や不登校、貧困、日本
語能力、家族の介護等といった一人一人の状況に応じた支援だけでなく、全ての施策に生か
すことが重要です。

第４期計画では、上述の基本理念の下、次の２点を計画全体に共通する視点として、各施
策に反映します。

■誰一人取り残されない共生社会*の実現に向けた教育の推進
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今後、社会全体のＤＸ*が加速していく中で、学校教育や社会教育など教育の分野におい
て、これまで実現できなかった教育方法の変革によって教育の質を向上させるためには、
教育ＤＸ*を更に推進していくことが不可欠です。

学校教育においては、１人１台端末などを活用してデジタイゼーション*を実行しつつ、学
習履歴など教育データの積極的な利活用による学びの個別最適化*や、オンライン教育の
推進、子供が抱える様々な課題やニーズのデジタル活用による早期発見・早期対応、校務
の効率化など、将来のＤＸ*の実現に向けて、デジタライゼーション*への着実な移行を目指
す必要があります。

また、社会教育においては、オンライン学習コンテンツの増加などで県民の利便性を向
上させるとともに、誰もがＤＸ*の恩恵を享受できるよう、デジタルデバイド*解消に向けた
支援を行うことも重要です。

オンライン教育やデジタル機器の機能を最大限に活用しつつ、コロナ禍*において再認
識された、子供たちの知・徳・体を一体で育む日本型学校教育における教員による対面指
導や子供同士による学び合い、地域社会での多様な体験活動などの重要性を踏まえ、発達
段階や学習場面、一人一人の状況に応じたデジタルとアナログ、オンラインと対面の最適な
組合せによって、教育効果を高めていくことが求められます。

また、データの利活用においては、個人情報の適正な取扱いが求められることなどを踏
まえ、安心・安全を確保することが重要です。特に、社会に急速に普及しつつある生成ＡＩ*
を含め、デジタル社会の正負の両側面に留意しつつ、デジタルリテラシー*やサイバーセキュ
リティ*の知識を身に付け、自分で考え行動できる力を育むことが求められます。

これらを踏まえながら、教育ＤＸ*の推進という視点を、各施策に反映します。

■教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）*の推進
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埼玉教育の基本的な考え方5

目標3

基本理念を踏まえ、教育をめぐる様々な課題に応じて、きめ細かに、かつ、的確に目標設
定を行うため、今後５年間（令和６年度（２０２４年度）〜令和１０年度（２０２８年度））に取
り組む教育行政の１０の目標を示します。

「埼玉県学力・学習状況調査*」の取組による成果を踏まえ、「主体的・対話的で深い
学び*」の実践を充実させるなど、児童生徒一人一人の学習意欲と学力を確実に伸ばす教
育を推進します。

「主体的・対話的で深い学び*」の視点からの授業改善や教科等横断的な学習*を進
め、児童生徒の思考力・判断力・表現力など新たな時代に求められる資質・能力を育成
するとともに、伝統と文化を尊重し、グローバル化や技術革新に対応する教育、人格形成
の基礎を培う幼児教育を推進します。　　

体験活動を推進するとともに、道徳教育、人権教育の推進を図ります。
生徒指導上の諸課題の早期発見・早期対応に取り組むほか、発達支持的生徒指導*を

推進するなど、あらゆる教育活動を通じて生徒指導を推進します。

学校保健の充実や食育の推進などに取り組み、発達段階に応じた健康の保持増進を図
ります。

学校での体育的活動の充実とともに、児童生徒の運動習慣の確立に向けた取組を推進
します。

家庭や地域・企業と連携し、職場体験やインターンシップ*を実施するなど、小・中学
校、高等学校、特別支援学校において、各学校段階に応じたキャリア教育*・職業教育*を
推進します。

児童生徒が自身に関わるルールの制定過程等に参画する取組や主権者教育*の推進
など、主体的に社会の形成に参画する力を育成します。

目標

目標

目標

目標

豊かな心の育成

健やかな体の育成

自立する力の育成

確かな学力の育成

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅰ
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埼玉教育の基本的な考え方5

教職員研修の充実や効果的な指導技術の共有化などを通して、教職員の資質・能力の
向上を図ります。また、多様な人材との連携体制の構築など、学校の組織運営を改善しま
す。さらに、社会のニーズに応える特色ある県立高校づくりを推進します。

子供たちの安心・安全の確保、学習環境の整備・充実、私学教育の振興に取り組みます。

家庭教育支援の充実を図るほか、学校と地域（地域の住民、保護者、企業や団体等）と
の連携・協働による学びを推進するなど、家庭や地域の教育力の向上に取り組みます。

生涯にわたる学びで必要な知識・技能を身に付け、自らの可能性を最大限に伸ばし、
活躍できる環境を整備します。

また、学びを活用した地域課題解決への支援など、社会教育を推進します。

県民の文化芸術活動への参加促進や県立博物館等における魅力的な展示の実施など
に取り組み、文化芸術活動の充実を図ります。

文化財の適切な保存・活用に取り組むなど、伝統文化の継承を図ります。

県民一人一人が興味関心に基づき、生涯にわたってスポーツに親しむことができるよ
う、スポーツ・レクリエーション活動を推進します。

スポーツ科学によるアスリートの競技力向上など、競技スポーツを推進するとともに、
公正で安心なスポーツ活動を推進するため、スポーツ・インテグリティ*や安心・安全の
確保に努めます。

目標

目標

目標

目標

目標

質の高い学校教育を推進するための環境の充実

家庭・地域の教育力の向上

生涯にわたる学びの推進

文化芸術の振興

スポーツの推進

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ⅹ

共生社会*の実現に向けて、障害のある子供と障害のない子供が共に過ごすための取
組や、一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場*の整備を進め、インクルーシブ
教育システム*の構築の視点に立った特別支援教育を推進します。

不登校児童生徒や、高校中途退学者等、経済的に困難な子供、日本語指導が必要な児
童生徒、ヤングケアラー*、ＬＧＢＴＱ*の児童生徒など、一人一人の状況に応じた支援を図
ります。

目標 多様なニーズに対応した教育の推進Ⅴ
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